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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続状光学機能フィルムと該連続状光学機能フィルムの一方の面に貼設されたセパレー
タとを少なくとも含む連続状積層フィルム体における前記光学機能フィルムの欠陥を検査
し、該光学機能フィルムを製品パネル部材に貼り合わせるための貼り合わせ装置において
使用できるようにする方法であって、
　前記連続状積層フィルム体を検査位置に向けて送り、該連続状積層フィルム体が前記検
査位置に達する前の位置において該連続状積層フィルム体からセパレータを剥離し、
　セパレータが剥離された前記光学機能フィルム又は光学機能フィルムと保護フィルムの
積層体を前記検査位置に導いて、前記光学機能フィルムの欠陥検査を行い、
　前記光学機能フィルムに欠陥部分が発見された場合には、制御部により該欠陥部分の座
標位置を算出し、
　検査が終了した連続状光学機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレータを再び
貼り付ける
段階からなることを特徴とする方法。
【請求項２】
　欠陥検査前の前記連続状積層フィルム体はロール状に巻かれており、ロールから引き出
されてセパレータ剥離位置に送られ、欠陥検査が終了し、セパレータが再び貼り付けられ
た積層フィルム体は、そのまま前記貼り合わせ装置に送られることを特徴とする請求項１
に記載した方法。
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【請求項３】
　欠陥検査が終了した後で再び貼り付けられる前記セパレータは、欠陥検査に当たり積層
フィルム体から剥離されたセパレータとは異なるものであることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載した方法。
【請求項４】
　一方の面にセパレータが貼設された連続状光学機能フィルムからなる連続状積層フィル
ム体を使用して、前記連続状積層フィルム体から所定長さのシートに切り出して形成した
光学機能フィルムシートを製品パネルに貼り付ける方法であって、
　前記連続状積層フィルム体を検査位置に向けて送り、該連続状積層フィルム体が前記検
査位置に達する前の位置において該連続状積層フィルム体からセパレータを剥離し、
　前記連続状積層フィルム体を検査位置に通して移動させながら該前記連続状積層フィル
ム体内の前記光学機能フィルムの欠陥を検査し、
　前記光学機能フィルムに欠陥が検出されたときは、その欠陥の位置座標を算出し、
　検査が終了した連続状光学機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレータを再び
貼り付け、
　前記連続状積層フィルム体上に、前記製品パネルの寸法に対応する所定の長さ方向間隔
をもって横方向に切り込み位置を設定し、
　前記所定の長さ方向間隔の間に前記欠陥の位置座標が含まれる場合には、該欠陥の位置
座標の位置から予め定めた距離だけ送り方向上流側に離れた位置を次の切り込み位置とし
、該次の切り込み位置と先行する一つ前の切り込み位置との間にある光学機能フィルムの
部分を不良部位とし、
　設定された前記切り込み位置に沿って、前記セパレータとは反対側の前記光学機能フィ
ルム面から該光学機能フィルムと前記セパレータとの間の境界に達する深さまで切り込み
を形成し、
　切り込みを形成した前記連続状積層フィルム体を貼り付け位置に送り、
　該貼り付け位置において、前記セパレータを鋭角的に折り返されるように送ることによ
って、前記切り込みを形成した２つの位置の間にある前記光学機能フィルムの部分からな
る光学機能フィルムシートを前記セパレータから剥離し、
　前記セパレータから剥離された前記光学機能フィルムシートのうち、前記不良部位に当
たらない光学機能フィルムシートに位置合せされる関係で前記製品パネルを前記貼り合せ
位置に送り、
　不良部位でない前記光学機能フィルムシートを前記製品パネルに押し付けることによっ
て該光学機能フィルムシートを該製品パネルに貼り付ける
段階からなることを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記連続積層状フィルム体が前記検査位置に達する前に前記セパレータを前記光学機能
フィルムから剥がし、該セパレータが剥がされた前記光学機能フィルムを、欠陥の有無に
ついて検査し、再びセパレータを検査済みの前記光学機能フィルムに貼り付けることを特
徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　検査済みの前記光学機能フィルムに再び貼り付けられる前記セパレータは、該光学機能
フィルムから剥がされたセパレータとは異なるものであることを特徴とする請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　検査済みの前記光学機能フィルムに再び貼り付けられる前記セパレータは、該光学機能
フィルムから剥がされたセパレータであることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記不良部位の長さが前記製品パネルの長さより大きくなる場合には、該不良部位を該
製品パネルの長さより大きくならないように複数の横方向切り込みを該不良部位に形成す
ることを特徴とする請求項４から７までのいずれか１項に記載の方法。
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【請求項９】
　不良部位に当たる光学機能フィルムシートが前記貼り合せ位置に送られるとき、該不良
部位に当たる光学機能フィルムシートに位置合せされる関係でダミー製品パネルを前記貼
り合せ位置に送り、該不良部位に当たる光学機能フィルムシートを前記ダミー製品パネル
に貼り合せて、不良部位に当たらない光学機能フィルムシートが張り合わされた製品パネ
ルとは異なる経路で送り出すことを特徴とする請求項４から請求項８までのいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１０】
　不良部位に当たる光学機能フィルムシートは、前記貼り合せ位置の近傍で、該貼り合せ
位置から外れる方向に送り出されることを特徴とする請求項４から請求項８までのいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セパレータの他方の面に保護フィルムが貼設されたことを特徴とする請求項１から
１０までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記光学機能フィルムは偏光フィルムであることを特徴とする請求項１から１１までの
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記製品パネルは液晶パネルであることを特徴とする請求項１から１２までのいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１４】
　連続状光学機能フィルムと該連続状光学機能フィルムの一方の面に貼設されたセパレー
タとを少なくとも含む連続状積層フィルム体における前記光学機能フィルムの欠陥を検査
し、該光学機能フィルムを製品パネル部材に貼り合わせるための貼り合わせ装置において
使用できるようにする装置であって、
　ロールに巻かれた連続状積層フィルム体を繰り出して検査位置に向けて送り出す積層フ
ィルム体供給装置と、
　該連続状積層フィルム体が前記検査位置に達する前の位置において該連続状積層フィル
ム体からセパレータを剥離するためのセパレータ剥離装置と、
　セパレータが剥離された前記光学機能フィルムの欠陥検査を行うための前記検査位置に
設けられた検査装置と、
　前記光学機能フィルムに欠陥部分が発見された場合には、該欠陥部分の座標位置を算出
する制御手段と、
　ロール状に巻かれたセパレータを該ロールから繰り出して、検査が終了した連続状光学
機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレータを再び貼り付けるセパレータ貼り付
け装置と、
からなることを特徴とする装置。
【請求項１５】
　前記セパレータ貼り付け装置の後に続いて、光学機能フィルムを製品パネル部材に貼り
合わせるための貼り合わせ装置が配置されたことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　連続状光学機能フィルムと該連続状光学機能フィルムの一方の面に貼設されたセパレー
タとを少なくとも含む連続状積層フィルム体を使用し、前記連続状積層フィルム体から所
定長さのシートに切り出して形成した光学機能フィルムシートを製品パネルに貼り付ける
ための装置であって、
　該連続状積層フィルム体が前記検査位置に達する前の位置において該連続状積層フィル
ム体からセパレータを剥離するためのセパレータ剥離装置と、
　セパレータが剥離された状態で検査位置に通して移動させられる連続状積層フィルム体
内の光学機能フィルムの欠陥を検査する検査装置と、
　前記光学機能フィルムに欠陥が検出されたとき、その欠陥の位置座標を算出する制御手
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段と、
　ロール状に巻かれたセパレータを該ロールから繰り出して、検査が終了した連続状光学
機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレータを再び貼り付けるセパレータ貼り付
け装置と、
　前記連続状積層フィルム体に、切断位置において、前記製品パネルの寸法に対応する所
定の長さ方向間隔をもって横方向に、前記セパレータとは反対側の前記光学機能フィルム
面から該光学機能フィルムと前記セパレータとの間の境界に達する深さまで切り込みを形
成する切り込み装置と、
を備え、前記制御手段は、
　前記所定の長さ方向間隔の間に前記欠陥の位置座標が含まれる場合には、該欠陥の位置
座標の位置から予め定めた距離だけ送り方向上流側に離れた位置を次の切り込み位置とし
、該次の切り込み位置と先行する一つ前の切り込み位置との間にある光学機能フィルムの
部分を不良部位として切り込み位置を決定するように作動し、
　貼り付け位置において、前記セパレータを鋭角的に折り返されるように送るセパレータ
送り装置が設けられ、この送りによって、前記切り込みを形成した２つの位置の間にある
前記光学機能フィルムの部分からなる光学機能フィルムシートが前記セパレータから剥離
され、
　前記セパレータから剥離された前記光学機能フィルムシートのうち、前記不良部位に当
たらない光学機能フィルムシートに位置合せされる関係で前記製品パネルを前記貼り合せ
位置に送る製品パネル供給装置と、不良部位でない前記光学機能フィルムシートを前記製
品パネルに押し付けることによって該光学機能フィルムシートを該製品パネルに貼り付け
る装置とが設けられた
ことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　前記連続積層状フィルム体が前記検査位置に達する前に前記セパレータを前記光学機能
フィルムから剥がすセパレータ剥離装置と、再びセパレータを検査済みの前記光学機能フ
ィルムに貼り付けるセパレータ貼り付け装置を備えることを特徴とする請求項１６に記載
の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネルなどの枚葉体に偏光フィルム、輝度向上フィルム、および位相差
フィルムなどの光学部材を自動で高速かつ精度よく貼り合わせるように構成した光学部材
貼合せ方法およびそれを用いた装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の光学部材と枚葉体である基板との貼り合せとしては、次にようにして行われてい
る。所定ピッチで複数枚の基板を連続的に搬送するとともに、原反ロールから繰り出す過
程で保護膜の剥離された感光性樹脂層とベースフィルムからなる帯状の感光性積層フィル
ムを供給し、基板と感光性積層フィルムを一対のヒートローラの間隙に送り込んで熱圧着
する。その後に感光性積層フィルムの貼り合わされた基板は冷却され、基板搬送方向の前
後の端面に沿って先端が先鋭なカッタ刃などの切断手段で感圧性樹脂層のみが切断（ハー
フカット）され、帯状に連続するベースフィルムは基板から剥離回収され、感圧性樹脂の
積層された基板は次工程に搬送されてゆく（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１５７１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さらに、従来装置に適用させる基板の場合、感光性樹脂層が露出した状態で次工程まで
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搬送されるとともに取り扱いがされるので、特にその表面に塵埃が付着し品質不良を発生
させるといった問題もある。
【０００５】
　本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであって、枚葉体への光学部材の貼り合
わせを自動で効率よく、かつ、精度よく行うことのできる光学部材貼合せ方法およびそれ
を用いた装置を提供することを主たる目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、枚葉体の形態である製品パネル部材に光学部材すなわち光学機能フィルムを
貼り合せるための貼り合せ装置に使用できるようにするために、連続状光学機能フィルム
と該連続状光学機能フィルムの一方の面に貼設されたセパレータとを少なくとも含む連続
状積層フィルム体における光学機能フィルムの欠陥を検査する方法を提供する。本発明に
よるこの方法は、連続状積層フィルム体を検査位置に向けて送り、該連続状積層フィルム
体が検査位置に達する前の位置において該連続状積層フィルム体からセパレータを剥離し
、セパレータが剥離された光学機能フィルム又は光学機能フィルムと保護フィルムの積層
体を検査位置に導いて、光学機能フィルムの欠陥検査を行い、光学機能フィルムに欠陥部
分が発見された場合には、制御部により該欠陥部分の座標位置を算出し、検査が終了した
連続状光学機能フィルムの上記一方の面に連続形状のセパレータを再び貼り付ける段階か
らなる。
　本発明の他の態様による方法は、一方の面にセパレータが貼設された連続状光学機能フ
ィルムからなる連続状積層フィルム体を使用して、前記連続状積層フィルム体から所定長
さのシートに切り出して形成した光学機能フィルムシートを製品パネルに貼り付ける方法
に関する。本発明のこの態様による方法は、前記連続状積層フィルム体を検査位置に向け
て送り、該連続状積層フィルム体が前記検査位置に達する前の位置において該連続状積層
フィルム体からセパレータを剥離し、前記連続状積層フィルム体を検査位置に通して移動
させながら該前記連続状積層フィルム体内の前記光学機能フィルムの欠陥を検査する段階
を含む。そして、前記光学機能フィルムに欠陥が検出されたときは、その欠陥の位置座標
を算出し、検査が終了した連続状光学機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレー
タを再び貼り付ける。さらに、前記連続状積層フィルム体上に、前記製品パネルの寸法に
対応する所定の長さ方向間隔をもって横方向に切り込み位置を設定し、前記所定の長さ方
向間隔の間に前記欠陥の位置座標が含まれる場合には、該欠陥の位置座標の位置から予め
定めた距離だけ送り方向上流側に離れた位置を次の切り込み位置とし、該次の切り込み位
置と先行する一つ前の切り込み位置との間にある光学機能フィルムの部分を不良部位とす
る。次いで、設定された前記切り込み位置に沿って、前記セパレータとは反対側の前記光
学機能フィルム面から該光学機能フィルムと前記セパレータとの間の境界に達する深さま
で切り込みを形成し、切り込みを形成した前記連続状積層フィルム体を貼り付け位置に送
り、該貼り付け位置において、前記セパレータを鋭角的に折り返されるように送ることに
よって、前記切り込みを形成した２つの位置の間にある前記光学機能フィルムの部分から
なる光学機能フィルムシートを前記セパレータから剥離し、前記セパレータから剥離され
た前記光学機能フィルムシートのうち、前記不良部位に当たらない光学機能フィルムシー
トに位置合せされる関係で前記製品パネルを前記貼り合せ位置に送り、不良部位でない前
記光学機能フィルムシートを前記製品パネルに押し付けることによって該光学機能フィル
ムシートを該製品パネルに貼り付ける。
【０００７】
　（作用・効果）　この方法発明によれば、セパレータを残して光学部材を切断するので
、帯状のセパレータ上に連続する枚葉形状となった光学部材を枚葉体との貼り合せ位置に
そのまま搬送供給することができる。つまり、貼合せ位置でセパレータから光学部材を剥
離して光学部材に貼り合せることにより、自動で連続的に貼合せ加工が可能となる。した
がって、貼り合わせ対象の枚葉体形状に合せて打抜いた光学部材を作成する必要がないの
で、光学部材を独立した貼合せ工程に搬送する必要もない。その結果、貼合せ加工処理時
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間を大幅に短縮することができる。
【０００８】
　本発明においては、光学部材すなわち光学機能フィルムは、セパレータ貼合せ面とは反
対の他方面に保護フィルムが添設されていることが好ましく、この場合には、帯状の光学
部材すなわち光学機能フィルムからセパレータを残して保護フィルムと光学部材すなわち
光学機能フィルムを搬送方向に所定間隔で切断する。
【０００９】
　（作用・効果）　この方法発明によれば、セパレータを残して保護フィルムと光学部材
を切断するので、帯状のセパレータ上に連続する枚葉形状となった光学部材を枚葉体との
貼り合せ位置にそのまま搬送供給することができる。つまり、貼合せ位置でセパレータか
ら光学部材を剥離して光学部材に貼り合せることにより、自動で連続的に貼合せ加工が可
能となる。したがって、貼り合わせ対象の枚葉体形状に合せて打抜いた光学部材を作成す
る必要がないので、光学部材を独立した貼合せ工程に搬送する必要もない。その結果、貼
合せ加工処理時間を大幅に短縮することができる。
【００１０】
　また、最終加工工程に搬送されるまで、保護フィルムが光学部材に添設されているので
、光学部材の表面に直接に塵埃が付着することもない。すなわち、塵埃付着による不良を
低減するとともに、高品質を維持することができる。
【００１１】
　上記した本発明においては、前記光学部材すなわち光学機能フィルム、または保護フィ
ルムと光学部材すなわち光学機能フィルムの切断は、レーザーにより行うことができる。
【００１２】
　（作用・効果）　この切断方法によれば、カッタ刃のような切断手段を利用して光学部
材を切断したときに生じる切屑などが発生しない。つまり、切屑などの付着を防止できる
。また、カッタ刃を押し付けて切断するときに光学部材すなわち光学機能フィルムに押圧
力が加わらないので、切断端面の割れなどを防止でき、切断端面の後処理（カット処理）
が不要となる。
【００１３】
　さらに、前記レーザーによる前記光学機能フィルムまたは保護フィルムと光学機能フィ
ルムの切断は、当該レーザーの走行方向の前方から後方かけてレーザーの光軸を傾けた状
態で行うことができる。
【００１４】
　（作用・効果）　レーザーを照射して保護フィルムや光学部材を切断すると、熱分解に
よって光学部材などが気化し、爆発に似た現象が起こる。このときに煙が拡散する。例え
ば、光学部材などに対して垂直方向からレーザーを照射した場合、煙は光学部材などの表
面に沿って拡散し、光学部材などの表面を汚染する。
【００１５】
　そこで、光学部材などの煙による汚染を抑制させるため、当該発明者等は切断実験を繰
り返し行って鋭意検討した結果、以下の知見を得ることができた。
【００１６】
　光学部材の切断部位に対して垂直方向およびレーザーの走行方向の後方から前方にかけ
てレーザーの光軸を傾けた状態で切断した場合、いずれの条件でも光学部材などの汚染を
抑制することができない。しかしながら、上記第４の発明のように、レーザーの走行方向
の前方から後方にかけてレーザーの光軸を傾けた状態で行うことにより、発生する煙に起
因する光学部材などの汚染を低減できた。具体的には、当該方法による切断時に発生する
煙は、切断部位から後方斜め上方へと流れ、光学部材などを覆いながら表面に沿って流れ
ることはなかった。
【００１７】
　なお、レーザーの光軸の傾斜角は、光学部材の切断部位に垂直な基準軸とレーザーの光
軸とのなす角が１０～４５°の範囲内であることが好ましい（請求項５）。この角度の範
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囲内であれば、第４の方法発明を好適に実現できる。
【００１８】
　さらに、本発明においては、前記光学機能フィルムまたは保護フィルムと光学機能フィ
ルムを切断する過程で、前記切断部位に向けて温風を吹き付けるとともに、切断時に発生
するガスを集煙除去することができる。
【００１９】
　（作用・効果）　この方法によれば、切断部位に吹き付けられる温風により、その周辺
の温度が上げられる。同時に光学機能フィルムまたは保護フィルムと光学機能フィルムを
レーザーで切断するときに発生するガスが温風によって搬送され集煙除去される。その結
果、切断部位およびその周辺に異物が付着するのを防止できる。このことは、本発明者た
ちが切断部位に付着する異物の発生原因を鋭意検討した結果、切断時に生じるガス（煙）
の冷却されたものが異物として付着していることの知見を得たことに基づく。
【００２０】
　つまり、レーザー照射時の熱により光学部材または保護フィルムと光学部材の蒸発した
ものが煙となる。しかしながら、枚葉体を保持している部材が金属などのように常温で冷
たい物質である場合、その煙が周辺部材の影響により冷却されて液化し、切断部位周辺に
再付着して品質に悪影響を与えるとする知見を得た。
【００２１】
　また、本発明においては、上記したように、前記光学機能フィルムまたは保護フィルム
と光学機能フィルムの切断前に、光学機能フィルムの欠損を検査する過程を備え、前記検
査過程に搬送される光学機能フィルムは、検査前にセパレータが剥離され、検査終了後に
再びセパレータが貼り合わされる。
【００２２】
　（作用・効果）　この方法発明によれば、切断前に検査工程で光学部材の欠損が見つけ
られる。したがって、欠損部分が枚葉体に貼り合わされないように調整することが可能と
なる。また、検査工程において例えば光学系を利用する場合、光学部材自体のもつ配向角
のバラツキ以外にセパレータのもつ配向角のバラツキやセパレータからの反射光などの影
響により、光学部材の欠損を精度よく検出することができないことがある。そこで、検査
工程前にセパレータを剥離しておくことにより、セパレータによる検査阻害要件を除去し
た高精度の検査結果を得ることができる。
【００２３】
　なお、上記発明における光学機能部材として、例えば、フィルム、液晶パネル用の偏光
フィルムおよび輝度向上フィルムなどが挙げられる。また、枚葉体すなわち製品パネルと
しては、例えば液晶パネルが挙げられる。つまり、薄くて撓みやすい部材であっても、帯
状のまま所定のテンションがかけられた状態で取り扱われるので、皺や空気の巻込みを抑
えた状態で枚葉体形状の製品パネルに貼り合せることができる。
【００２４】
　別の態様による本発明は、枚葉体形状の製品パネルに光学部材すなわち光学機能フィル
ムを貼り合せる光学部材貼合せ装置である。詳細に述べると、本発明は、連続状光学機能
フィルムと該連続状光学機能フィルムの一方の面に貼設されたセパレータとを少なくとも
含む連続状積層フィルム体における該光学機能フィルムの欠陥を検査し、該光学機能フィ
ルムを製品パネル部材に貼り合わせるための貼り合わせ装置において使用できるようにす
る装置である。この本発明による装置は、ロールに巻かれた連続状積層フィルム体を繰り
出して検査位置に向けて送り出す積層フィルム体供給装置と、該連続状積層フィルム体が
検査位置に達する前の位置において該連続状積層フィルム体からセパレータを剥離するた
めのセパレータ剥離装置と、セパレータが剥離された光学機能フィルムの欠陥検査を行う
ための検査位置に設けられた検査装置と、光学機能フィルムに欠陥部分が発見された場合
には、該欠陥部分の座標位置を算出する制御手段と、ロール状に巻かれたセパレータを該
ロールから繰り出して、検査が終了した連続状光学機能フィルムの上記一方の面に連続形
状のセパレータを再び貼り付けるセパレータ貼り付け装置と、からなる。
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　　本発明のさらに別の態様による装置は、連続状光学機能フィルムと該連続状光学機能
フィルムの一方の面に貼設されたセパレータとを少なくとも含む連続状積層フィルム体を
使用し、前記連続状積層フィルム体から所定長さのシートに切り出して形成した光学機能
フィルムシートを製品パネルに貼り付けるためのものである。この装置は、該連続状積層
フィルム体が前記検査位置に達する前の位置において該連続状積層フィルム体からセパレ
ータを剥離するためのセパレータ剥離装置と、セパレータが剥離された状態で検査位置に
通して移動させられる連続状積層フィルム体内の光学機能フィルムの欠陥を検査する検査
装置と、前記光学機能フィルムに欠陥が検出されたとき、その欠陥の位置座標を算出する
制御手段と、ロール状に巻かれたセパレータを該ロールから繰り出して、検査が終了した
連続状光学機能フィルムの前記一方の面に連続形状のセパレータを再び貼り付けるセパレ
ータ貼り付け装置と、前記連続状積層フィルム体に、切断位置において、前記製品パネル
の寸法に対応する所定の長さ方向間隔をもって横方向に、前記セパレータとは反対側の前
記光学機能フィルム面から該光学機能フィルムと前記セパレータとの間の境界に達する深
さまで切り込みを形成する切り込み装置と、を備える。前記制御手段は、前記所定の長さ
方向間隔の間に前記欠陥の位置座標が含まれる場合には、該欠陥の位置座標の位置から予
め定めた距離だけ送り方向上流側に離れた位置を次の切り込み位置とし、該次の切り込み
位置と先行する一つ前の切り込み位置との間にある光学機能フィルムの部分を不良部位と
して切り込み位置を決定するように作動する。また、貼り付け位置において、前記セパレ
ータを鋭角的に折り返されるように送るセパレータ送り装置が設けられ、この送りによっ
て、前記切り込みを形成した２つの位置の間にある前記光学機能フィルムの部分からなる
光学機能フィルムシートが前記セパレータから剥離される。さらに、前記セパレータから
剥離された前記光学機能フィルムシートのうち、前記不良部位に当たらない光学機能フィ
ルムシートに位置合せされる関係で前記製品パネルを前記貼り合せ位置に送る製品パネル
供給装置と、不良部位でない光学機能フィルムシートを製品パネルに押し付けることによ
って該光学機能フィルムシートを該製品パネルに貼り付ける装置とが設けられる。
【００２５】
　（作用・効果）　この構成によれば、光学部材供給手段から帯状で供給される光学部材
のうち、セパレータを残して光学部材が切断手段によって切断される。したがって、枚葉
体に貼り合せる枚葉状の光学部材を帯状のセパレータを介して貼合せ位置に連続的に供給
搬送し、自動で複数枚の枚葉体に光学部材を連続的に貼り合せることができる。したがっ
て、上記方法発明を好適に実現することができる。
【００２６】
　なお、光学部材は、例えば、セパレータ貼合せ面とは反対の他方面に保護フィルムが添
設されていてもよい。この場合、切断手段は、供給される光学部材のうちセパレータを残
して保護フィルムと光学部材を搬送方向に所定間隔で切断するよう構成すればよい（請求
項１３）。
【００２７】
　切断手段としは、レーザー装置であることが好ましい（請求項１４）。この構成によれ
ば、カッタ刃のような切断手段を利用して光学部材を切断したときに生じる切屑などが発
生しない。つまり、切屑などの付着を防止できる。また、カッタ刃を押し付けて切断する
ときに光学部材に押圧力が加わらないので、切断端面の割れなどを防止でき、切断端面の
後処理（カット処理）が不要となる。
【００２８】
　また、当該レーザー装置は、レーザーの走行方向の前方から切断部位に向けてレーザー
の光軸が傾斜して照射するように傾斜姿勢で配備することが好ましく（請求項１５）、そ
の設置角は、前記光学部材の切断部位に垂直な基準軸とレーザーの光軸とのなす角が１０
～４５°の範囲内である（請求項１６）。この構成によれば、第４または第５の方法発明
を好適に実現できる。
【００２９】
　上記した本発明の装置には、前記光学機能フィルムまたは保護フィルムと光学機能フィ
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ルムをレーザー装置で切断する過程で切断部位に向けて温風を吹き付ける送風手段と、切
断時に切断部位から発生するガスを除去する集煙除去手段と、を備えることができる。
【００３０】
　（作用・効果）　この構成によれば、レーザー装置で光学機能フィルムを切断するとき
の切断部位に向けて送風手段から温風が吹き付けられるので、切断部位から発生する煙が
冷却されない。また、発生したガスは、集煙除去手段により除去されるので、光学機能フ
ィルムの表面に再付着することがない。
【００３１】
　本発明の装置には、前記光学機能フィルムまたは保護フィルムと光学機能フィルムを切
断手段により切断する前に、光学機能フィルムからセパレータを剥離する剥離手段と、セ
パレータ剥離後に光学機能フィルムの欠損を検査する検査手段と、前記検査手段による検
査終了後に光学機能フィルムの露出面にセパレータを貼り合わせる貼合せ手段と、を備え
ることができる。
【００３２】
　（作用・効果）　この構成によれば、光学機能フィルムの欠損を検査手段で検査する前
に、光学機能フィルムからセパレータが剥離手段により剥離されるので、セパレータが有
する検査阻害要因である配向角のバラツキや反射光などを除去した状態で光学部材の検査
ができる。また、検査終了後に光学機能フィルムはセパレータに再度貼り合わされるので
、切断手段により切断された枚葉状の光学機能フィルムを帯状のセパレータを介して貼合
せ手段に連続して供給することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　この本発に係る光学部材貼合せ方法およびそれを用いた装置によれば、光学部材の切断
から、切断後の光学部材と枚葉体との貼り合わせを自動で効率よく、かつ、精度よく行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。なお、本発明において、光学部材は
、偏光フィルム、位相差フィルム、輝度向上フィルムなどの可撓性を有する帯状の機能フ
ィルムであれば特に限定されるものではなく、本実施の形態では、偏光フィルムを用いた
場合を例に採って説明する。また、本発明の枚葉体は、偏光フィルム、位相差フィルム、
および輝度向上フィルムなどの機能フィルム、偏光板、および液晶パネルなどあれば特に
限定されるものではなく、本実施の形態では液晶パネルを例に採って説明する。
【００３５】
　なお、本発明のセパレータおよび保護フィルムは、いずれも表面損傷の防止などのため
に光学部材や偏光フィルムを被覆保護するものである。ここで、セパレータは、光学部材
に添設された粘着剤との接着界面から剥離除去されるものであるのに対し、保護フィルム
は粘着剤とともに光学部材から剥離除去されるものである。
【００３６】
　図１は、本発明に係る光学部材貼合せ方法を行う光学部材貼合せ装置の概略構成が示さ
れている。
【００３７】
　この実施例装置は、図１および図２に示すように、本発明の連続状光学機能フィルムで
ある帯状の偏光フィルムＦを、製品パネル部材である液晶パネルＷと貼り合せる貼合せ機
構５まで搬送するとともに、液晶パネルＦを貼合せ機構５まで別経路で搬送するように構
成されている。
【００３８】
　偏光フィルムＦの搬送経路には、図１示すように、一方面に保護フィルムＰが添設され
他方面にセパレータＳが添設されて、連続状積層フィルム体とされた光学機能フィルムす
なわち偏光フィルムＦを繰り出し供給するフィルム供給部１と、偏光フィルムＦの外観検
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査をする検査装置２と、偏光フィルムＦを搬送方向に所定長さに切断する切断機構３と、
搬送経路の終端にはセパレータＳから偏光フィルムＦを剥離して貼合せ機構５に偏光フィ
ルムＦの先端を導く剥離機構４と、剥離後のセパレータＳを巻取り回収するセパレータ回
収部６とを備えるとともに、各機構間にガイドローラｇおよびダンサローラ７ａ，７ｂが
配備されて構成されている。なお、フィルム供給部１は本発明の光学部材供給手段に、検
査装置２は検査手段に、切断機構３は切断手段に、剥離機構４は剥離手段に、貼合せ機構
５は貼合せ手段それぞれ相当する。
【００３９】
　フィルム供給部１は、幅広の偏光フィルムＦの原反ロール８を所定寸法幅にスリットし
た帯状のものをロール状態で装填している。
【００４０】
　検査装置２は、偏光フィルムＦの欠損やその表面または内部に付着または存在する異物
などの欠陥を検出するためのものであり、本実施例では、光学系であるＣＣＤカメラを利
用している。ＣＣＤカメラは、偏光フィルムＦの上方に配備されており、下方を通過する
偏光フィルムＦを連続的または間欠的に撮像する。この撮像結果がデジタル信号に変換さ
れて後述する制御部９に送信される。そして、制御部９内の演算処理部が検査対象と同じ
基準サンプルから取得した基準画像とのマッチング処理を行い、偏光フィルムＦの欠損や
付着している異物の検出する。
【００４１】
　切断機構３は、偏光フィルムＦを裏面から吸着保持する保持テーブル１０とレーザー装
置１１を偏光フィルムＦの上方に備え、偏光フィルムＦの幅方向にレーザーを走査させる
ように水平移動し、下方を通過する偏光フィルムＦのうち最下部のセパレータＳを残して
偏光フィルムＦと保護フィルムＰをその搬送方向に所定ピッチで切断（以下、適宜「ハー
フカット」という）する。また、このレーザー装置１１は、図３に示すように、偏光フィ
ルムＦの幅方向から挟むようにして、切断部位に向けて温風を吹き付けるエアーノズル１
２と、この温風により搬送される切断部位から発生したガス（煙）を集煙する集煙ダクト
１３とが対向し状態で一体構成されている。なお、エアーノズル１２は、本発明の送風手
段に、集煙ダクト１３は集煙除去手段にそれぞれ相当する。
【００４２】
　剥離機構４は、先端が先鋭なナイフエッジ１４を有し、このナイフエッジ１４に偏光フ
ィルムＦを巻き掛けて反転移送することにより、セパレータＳから偏光フィルムＦを剥離
しつつ前方の貼合せ機構５に偏光フィルムＦを送り込むように構成されている。同時に剥
離後のセパレータＳは、セパレータ回収部６の回収ボビン１５巻取り回収される。
【００４３】
　別経路で搬送される液晶パネルＷは、図１および図２に示すように、幅広の基板から所
定寸法に裁断された枚葉状態で液晶パネル供給マガジン１６に積層収納されて液晶パネル
供給部１７に装填されている。また、液晶パネルＷを移載して搬送するパネル搬送装置１
８を挟んで液晶パネル供給マガジン１６と対向して液晶パネルＷのダミー基板ＤＷがダミ
ー供給マガジン１９に積層収納されて装填されたダミー基板供給部２０が配備されている
。
【００４４】
　液晶パネル供給部１７およびダミー基板供給部２０の各上方には、昇降および水平往復
移動可能な真空吸着式のピックアップ装置２１が配備されており、各供給マガジン１６，
１９に積層収容された液晶パネルＷまたはダミー基板ＤＷが最上層のものから順に１枚づ
つピックアップ装置２１で吸着保持されて取り出されるように構成されている。
【００４５】
　液晶パネルＷを吸着保持したピックアップ装置２１は上昇して前進移動し、貼合せ機構
５と液晶パネル供給部１７との間に配備されたパネル搬送装置１８に液晶パネルＷを移載
するよう構成されている。なお、液晶パネルＷの取り出しに伴って液晶パネル供給マガジ
ン１６は上昇制御される。
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【００４６】
　同様に、ダミー基板ＤＷを吸着保持してピックアップ装置２１は上昇して前進移動し、
貼り合せ機構５とダミー基板供給部２０との間に配備されたパネル搬送装置１８にダミー
基板ＤＷを移載するよう構成されている。なお、ダミー基板ＤＷの取り出しに伴ってダミ
ー基板供給マガジン１９は上昇制御される。
【００４７】
　パネル搬送装置１８は、液晶パネルＷまたはダミー基板ＤＷを貼合せ機構５まで搬送す
る上流側の搬送経路と、貼合せ機構５以降で貼合せ処理後の液晶パネルＷを搬送する下流
側の搬送経路とから構成されている。上流側の搬送経路は、切断機構３によってハーフカ
ットされた偏光フィルムＦが貼合せ機構５に搬送されるまでの搬送経路の下方で重なり合
うように配備されている。下流側の搬送経路は、液晶パネルＷとダミー基板ＤＷの振分を
するように搬送経路が分岐されている。このパネル搬送装置１８は、上流側および下流側
ともにローラコンベアによって構成されている。
【００４８】
　貼合せ機構５の直前には、図２および図４に示すように、供給プレート２２が配備され
ている。供給プレート２２は、上面に液晶パネルＷが移載されるとその中央に形成された
方形状の開口を介して搬送方向の前後にスライド移動可能に配備した吸着機構２３によっ
て液晶パネルＷを吸着し、適度の吸着力で供給プレート２２上面に液晶パネルＷを密着支
持する。その後に、吸着機構２３の下部に連接されたシリンダ２４の伸縮による所定スト
ロークでのスライド移動により液晶パネルＷが供給プレート２２の上面に沿って前方に送
り出す。
【００４９】
　また、吸着機構２３の所定ストロークでの前進移動でナイフエッジ１４の先端からせり
出された液晶パネルＷを貼合せ位置に送り込むことができるようになっている。この場合
、供給プレート２２の上面が貼合せ機構５の案内ローラ２５の上端よりも適当な寸法だけ
高くなるよう設定されている。この貼合せ位置に送り込むための吸着機構２３をスライド
移動させるシリンダ２４のストロークと、供給プレート２２の上面の高さとは、液晶パネ
ルＷの寸法（厚みも含む）、形状、および材質などに応じて適宜に設定される。
【００５０】
　貼合せ機構５は、案内ローラ２５と貼合せローラ２６とから構成されている。案内ロー
ラ２５は、モータ駆動されるゴムローラで構成され、その直上方にはモータ駆動される金
属ローラからなる貼合せローラ２６が昇降可能に配備されており、供給プレート２２が前
進移動して液晶パネルＷを貼合せ位置に送り込む際には貼合せローラ２６は供給プレート
２１の上面より高い位置まで上昇されてローラ間隔を開けるようになっている。なお、案
内ローラ２５および貼合せローラ２６は、いずれもゴムローラであってもよいし金属ロー
ラであってもよい。
【００５１】
　制御部９は、本実施例装置の駆動機構を総括的に制御している。具体的な制御について
は、後述する本実施例装置の動作説明で詳述する。
【００５２】
　本発明に係る光学部材貼合せ装置の主要部の構成および機能は以上のようであり、以下
、この装置を用いて液晶パネルＷに偏光フィルムＦを貼合せる手順を図１～図７に基づい
て説明する。
【００５３】
　図１に示すように、フィルム供給部１に装填された原反ロール８から帯状の偏光フィル
ムＦが繰り出され、ガイドロールｇによって検査装置２に搬送案内される。検査装置２は
、偏光フィルムＦの画像を撮像してデジタル信号化された画像データを制御部９に送信す
る。
【００５４】
　制御部９は、受信した画像データと予め取得した基準画像データのマッチング処理によ
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り偏光フィルムＦの欠損や異物の付着の検査をする。検査終了後の偏光フィルムＦは、そ
のままダンサローラ７ａを経由して切断機構３に搬送案内される。
【００５５】
　切断機構３は、搬送されてくる偏光フィルムＦを保持テーブル１０により裏面から吸着
保持する。このとき、制御部９は、上流のダンサローラ７ａの作動させてフィルム供給部
１からのフィルムＦの供給動作を滞らせることなく機能するように制御している。偏光フ
ィルムＦが吸着保持されると、レーザー装置１１がフィルム幅方向に水平移動しながら最
下部のセパレータＳを残して偏光フィルムＦと保護フィルムＰをハーフカット。この切断
動作に連動して、エアーノズル１２から切断部位に向けて温風が吹き付けられるとともに
、集煙ダクト１３によって切断部位から発生するガスが集煙除去される。
【００５６】
　偏光フィルムＦの切断が終了すると、保持テーブル１０の吸着を一旦解消し、所定ピッ
チだけ搬送方向に偏光フィルムＦを繰り出し、再度偏光フィルムＦを吸着保持する。そし
て、偏光フィルムＦの後部側をレーザー装置１１によってハーフカットする。この時点で
、貼り合せた対象である液晶パネルＷと同じまたは小さいサイズに偏光フィルムＦが切断
され、セパレータＳに貼り合わされた帯状のまま、ダンサローラ７ｂおよびガイドローラ
ｇによって剥離機構４に搬送案内される。
【００５７】
　この偏光フィルムＦが貼合せ機構５に搬送案内されるタイミングに合せるように、ピッ
クアップ装置２１は、液晶パネル供給マガジン１６から最上層の液晶パネルＷを吸着保持
してパネル搬送装置１８に移載する。液晶パネルＷは、パネル搬送装置１８のローラコン
ベアによって貼合せ機構５まで搬送される。
【００５８】
　図４に示すように、貼合せ機構５の直前で液晶パネルＷは供給プレート２２に移載され
、略同時に吸着機構２３によって裏面から吸着保持される。制御部９は、剥離機構４のナ
イフエッジ１４によって反転移送されるセパレータＳから剥離され、図５に示すように、
上方の待機位置にある貼合せローラ２６と固定された案内ローラ２５との間隙に向けて偏
光フィルムＦの先端が送り込まれるのに連動させて、シリンダ２４を作動制御して液晶パ
ネルＷを供給プレート２２から案内ローラ２５に送り込む。この場合、貼合せローラ２６
は、案内ローラ２５から所定距離だけ垂直方向に離反移動して両ロール間が開放される。
【００５９】
　偏光フィルムＦの先端が案内ローラ２５に接触することなく両ローラ２５，２６を結ぶ
略中心線Ｌに到達するとともに、液晶パネルＷの先端が、同じく両ローラ２５，２６を結
ぶ中心線Ｌに到達すると、制御部９は、図６に示すように、貼合せローラ２６を案内ロー
ラ２５に向かって所定距離まで移動制御し、偏光フィルムＦの先端部を液晶パネルＷに押
圧して貼り合せる。この場合、ナイフエッジ１４の先端からせり出された偏光フィルムＦ
はセパレータＳや保護フィルムＰの貼合せ時に蓄積された残留応力とセパレータＳの剥離
応力によって、例えば山形に撓み変形しやすいものとなっている。しかし、貼合せローラ
２６によって押されて水平に修正されながら液晶パネルＷの上面に平行に押し付けられる
ことになる。
【００６０】
　その後、液晶パネルＷの搬送およびこれに同調したセパレータＳの巻取り移動に伴って
、帯状のセパレータＳから剥離された偏光フィルムＦは案内ローラ２５と貼合せローラ２
６の間に連続供給されて液晶パネルＷの上面に貼合されてゆく。
【００６１】
　偏光フィルムＦの後端が両ローラ間を通過して所定の位置に到達したことが、例えば、
貼合せローラ２６または／および案内ローラ２５の所定の回転量を検出するロータリーエ
ンコーダや光学センサなどにより検出されることにより、貼合せローラ２６が離反移動す
る。また、制御部９は、貼合せローラ２６、セパレータ回収部６の巻取り駆動、および貼
合せ機構５の動作と停止とも同調させ、一連の動作が滞ることなく機能するようにダンサ
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ローラ７ｂなどを制御している。
【００６２】
　偏光フィルムＦの貼り合わされた液晶パネルＷは、下流側のパネル搬送装置１８によっ
て次工程に搬送されてゆく。以上で、欠損などのない偏光フィルムの１回の貼合せが完了
する。
【００６３】
　次に、上記貼合せ処理において、検査装置２で偏光フィルムＦに欠損または異物の付着
が検出された場合の手順について説明する。
【００６４】
　検査装置２において偏光フィルムＦに欠損などの欠点部分が検出されると、制御部９に
備わった演算処理部は、取得した画像データからその欠点部分の位置座標を算出し、この
位置座標に基づいて、この欠点部分が液晶パネルＷと貼り合わされることなく、ダミー基
板ＤＷと貼り合わされるようにする。つまり、欠損などの欠点部分を検出した時点の偏光
フィルムＦの位置から貼合せ機構５までの距離が予め分かっているので、制御部９は偏光
フィルムＦを繰り出す駆動機構の回転量をエンコーダにより計数するとともに、この偏光
フィルムＦが貼合せ機構５に到達する時点を演算により求め、その演算結果に基づいてダ
ミー基板供給部２０からダミー基板ＤＷをパネル搬送装置１８に移載する。欠点部分を有
する偏光フィルムＦとダミー基板ＤＷとが貼合せ機構５に到達すると、良品の偏光フィル
ムＦと同様の動作により貼り合せ処理がされ、その後に下流側のパネル搬送装置１８によ
って搬送される。このとき、欠点部分を有する偏光フィルム付きダミー基板ＤＷは、分岐
点で良品とは異なる方向に搬送されて回収される。以上で、ダミー基板ＤＷにより１回の
貼合せ手順が完了する。
【００６５】
　なお、欠点部分を有する偏光フィルムＦを効率よく切断除去するために、次のように実
施してもよい。液晶パネルＷに貼り合せる偏光フィルムＦのサイズが縦Ｙが４７６ｍｍ、
横Ｈが８３６ｍｍであり、このサイズで連続してハーフカットできない場合、検査装置２
で取得した画像データから欠点部分の位置座標を求め、その位置から予め決めた切落し幅
（本実施例では、１００ｍｍ）の後部切断位置を求める。そして、その切断位置から次に
偏光フィルムＦを良品として確保できる距離内（８３６ｍｍ）に欠点部分がないかどうか
検査する。
【００６６】
　つまり、図７のＡ部分に示すように、欠点部分Ｘ１から切断位置Ｘ２までの切落し幅を
とった後、その切断位置Ｘ２から偏光フィルムＦの１枚分の良品長さを確保できれば、そ
の終端位置Ｘ３でハーフカットする。
【００６７】
　また、図７のＢの部分のように欠点部分Ｘ４，Ｘ５，Ｘ６と連続し、この連続長さが液
晶パネルＷと同じサイズのダミー基板ＤＷを超えるような場合、切断位置Ｘ３から次の切
断位置Ｘ７までの距離内でダミー基板ＤＷのサイズに収まる長さに分割する。
【００６８】
　上述のように、一方面に保護フィルムＰ、他方面にセパレータＳの添設された帯状の偏
光フィルムＦを貼合せ機構５に搬送案内する過程でセパレータＳを残して保護フィルムＰ
と偏光フィルムＦをレーザー装置１１によりハーフカットすることにより、セパレータＳ
上に液晶パネルＷと同じまたは小さいサイズの偏光フィルムＦを連続して供給することが
できる。そして、貼合せ機構５の直前で剥離機構４のナイフエッジ１４によりセパレータ
Ｓを反転移送しながら剥離することにより、偏光フィルムＦを貼合せ機構５に送り込んで
液晶パネルＷを貼り合せることができる。
【００６９】
　すなわち、偏光フィルムＦを帯状のまま供給しつつ、液晶パネルＷと略同形状の偏光フ
ィルムＦを自動で液晶パネルＷに貼り合せることができる。このとき、偏光フィルムＦは
、液晶パネルＷとの貼り合わされる直前まで両面がセパレータＳを保護フィルムＰとによ
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って覆われているので、表面および裏面への塵埃などの付着を防止できる。また、偏光フ
ィルム貼合せ後においても、その表面には、保護フィルムＰが添設されているので、塵埃
の付着がない。
【００７０】
　また、レーザー装置１１で偏光フィルムＦと保護フィルムＰを切断するときに、その切
断部位に温風を吹き付けるとともに、切断時に発生するガスを集煙ダクト１３で集煙除去
するので、ガスが冷却されて液化したものが切断部位周辺に付着することがない。すなわ
ち、異物の付着のない良品な偏光フィルム付きの液晶パネルＷを供給することができる。
【００７１】
　次に、上記実施例装置を利用して、偏光フィルムＦをレーザー装置１１でハーフカット
するときに、その切断部位に温風を吹き付けるとともに、発生するガスを集煙除去した場
合の具体例について説明する。
【００７２】
　表１に示すように、この具体例１では、偏光フィルムＦの切断部位にエアーノズル１２
から６０℃の温風を吹き付けるとともに、発生するガスを集煙ダクト１３で集煙除去した
。
【００７３】
　具体例２は、常温のまま、レーザー装置１１でハーフカットを行った。具体例３は、常
温で発生するガスの集煙除去を行った。具体例４は、室温を２５℃の一定に保ち、室温と
同じ２５℃の風を吹き付けながら集煙除去を行った。
【００７４】

【表１】

【００７５】
　その結果、表１に示すように、この具体例１では、切断部位周辺には、一切の異物の付
着がみられなかった。しかしながら、具体例２～４は、切断部位に沿ってその両端に所定
幅で帯状に異物が付着が確認された。その異物の付着幅は、具体例２で９ｍｍ、具体例３
で８ｍｍ、および具体例４で２ｍｍであった。すなわち、いずれも切断部位に温風を吹き
付けない場合は、切断部位の両端に異物の付着が確認された。
【００７６】
　以上の結果から、レーザー装置１１で偏光フィルムＦの切断を行うとき、切断部位に温
風を吹き付けることによりその周辺領域が温められ、発生するガスが冷却されて液化する
のを防止できることが分かった。
【００７７】
　本発明は、以下のように変形した形態で実施することもできる。
【００７８】
　（１）上記実施例の検査装置２は、偏光フィルムを挟んだ上下に光源と受光部であるラ
インセンサを対向配備し、その間を通過する偏光フィルムＦを透過した光強度の変化に応
じて欠損や異物を検出するように構成してもよい。
【００７９】
　また、図８に示すように、検査装置に搬送される前に、剥離ローラ２９で偏光フィルム
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ＦからセパレータＳを剥離し、検査終了後にセパレータを巻き上げた原反ロール３０から
新たなセパレータＳ２を供給し、偏光フィルムＦの裏面側に貼合せローラ３１で押圧して
貼り合わせてもよい。
【００８０】
　この構成によれば、上述のような光学系の検査装置２を利用する場合、セパレータＳの
配向角のバラツキや、反射光の影響による検査阻害要因を除去し、高精度で欠損などの欠
点部分を検出することができる。なお、セパレータＳ剥離後の偏光フィルムＦに、剥離し
たセパレータＳを貼り合せるように構成してもよい。
【００８１】
　次に、図８に示す変形例装置を利用して、偏光フィルムＦからセパレータＳを剥離して
検査した場合と、セパレータ付きの偏光フィルムＦについて検査した場合の具体例につい
て説明する。
【００８２】
　検査条件は、次の通りである。保護フィルムＰ、偏光フィルムＦ、セパレータＳの積層
フィルムに日東電工株式会社製のＴ－ＶＥＧＱ１７２４ＤＵ　ＡＲＣ１５０Ｔ－ＡＣを使
用した。この積層フィルムの原反幅は、１５００ｍｍである。また、検査装置２として分
解能３０μｍのラインセンサカメラを使用し、検査部位に照射する照明としてハロゲンラ
ンプを使用する。さらに、フィルム搬送速度を５０ｍ／ｍｉｎに設定した。
【００８３】
　以上の検査条件に基づいて、偏光フィルムＦなどの表面に付着した異物と、光学的ひず
みを発生させる異物をかみ込んだ打痕状のひねった特殊形状の欠点であるクニックのそれ
ぞれについて検出した。このときの検出条件は、セパレータＳを剥離および添設したいず
れの場合において、５６０ｍｍ×６００ｍｍの範囲を単位として、単位領域内の１００μ
ｍ以上のものを検出対象とした。
【００８４】
　セパレータを剥離した場合、原反幅内で単位領域を１００００箇所選択して検査した結
果、５６０個の異物の付着を検出することができた。
【００８５】
　これに対して、セパレータ付きの場合、同条件で４００個の異物の付着を検出すること
ができた。
【００８６】
　したがって、セパレータＳを剥離して検査した場合の平均検出個数を検出率１００％と
した場合、セパレータ付きの検出率は、（４００／５６０）×１００＝７１．４％となっ
た。
【００８７】
　同様に、クニックについて検出した結果、セパレータを剥離した場合３８０個が検出さ
れ、セパレータ付きの場合に３５４個が検出された。したがって、セパレータＳの剥離時
の検出結果を１００％とした場合にセパレータ付では、クニックの検出率が９３．２％と
なった。
【００８８】
　上記結果が図９に示されている。すなわち、この変形例装置を利用し、偏光フィルムＦ
からセパレータＳを一旦剥離して検査することにより、異物やクニックの検出制度を向上
させられる。したがって、高品位な偏光フィルムＦを液晶ガラスＷに貼り合せることがで
きる。
【００８９】
　（２）上記実施例では、欠点部分を含む偏光フィルムＦは、ダミー基板ＤＷに貼り合わ
せて回収していたが、帯状のセパレータに貼り合わせて巻取り回収するように構成しても
よい。
【００９０】
　例えば、図１０に示すように、貼合せ機構５の案内ローラ２５を昇降駆動可能に構成し
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、貼り合せ空間を広く開放するように構成する。また、その斜め下方にセパレータ供給部
３２の原反ロール３３からセパレータ回収部３４の回収ボビン３５に巻き掛けられたセパ
レータＳ３を貼合せローラ２６と対向する偏光フィルムＦとの貼合せ位置に案内する第２
案内ローラ３６を備える。
【００９１】
　すなわち、欠点部分を有する偏光フィルムＦが貼合せ機構５に搬送されてくると、図１
１に示すように、案内ローラ２５を降下させて開放空間を広げ、図１２に示すように、案
内ローラ２５の貼合せ作用位置に第２案内ローラ３６を上昇させる。第２案内ローラ３６
および欠点部分を有する偏光フィルムＦが貼合せ作用位置に達すると、図１３に示すよう
に、貼合せローラ２６を作用位置に降下させてセパレータＳ３に偏光フィルムＦを押圧し
て貼り合わせる。この動作に同調して、両セパレータ回収部６，３４がそれぞれのセパレ
ータＳ，Ｓ３を巻取り回収する。
【００９２】
　偏光フィルムＦの貼り合せが終了すると、第２案内ローラ３６は降下して待機位置に復
帰するとともに、案内ローラ２５は上昇して作用位置に復帰する。
【００９３】
　（３）上記実施例では、液晶パネルＷの先端を案内ローラ２５に送り込むのに供給プレ
ート２２を利用していたが、制度よく液晶パネルＷを案内ローラ２５に送り込める構成で
あれば特に限定はされない。例えば、ローラコンベアから直接に案内ローラ２５に向けて
液晶パネルＷを搬送案内する構成であってもよい。
【００９４】
　（４）上記実施例では、偏光フィルムＦの幅方向にレーザーを走行させるとき、切断部
位に対してレーザーの光軸が垂直になるよう設定していたが、次のように構成してもよい
。
【００９５】
　図１４に示すように、レーザー装置１１から出力されるレーザーの走行方向の前方から
切断部位に向けてレーザーの光軸Ｒが傾斜するようにレーザー装置１１を傾斜姿勢で配備
する。このときのレーザー装置１１の設置角は、偏光フィルムＦの切断部位に垂直な基準
軸Ｌとレーザーの光軸Ｒとのなす角θが１０～４５°の範囲内に設定される。なお、より
好ましい設置角θは、２０～４５°であり、さらに好ましくは３０～４５°である。
【００９６】
　このように、設置角θが設定範囲内の場合、図１４および図１５に示すように、偏光フ
ィルムＦおよび保護フィルムＰを切断するときに発生する煙が切断部位からレーザーの走
行方向と反対の後方斜め上方に流れてゆく。したがって、保護フィルムＰの切断部位から
周辺表面にかけて、煙に起因する異物の付着による汚染は生じない。
【００９７】
　これに対して、設置角θが１０°未満、例えば図１６に示す０°の場合、切断時に発生
する煙が保護フィルムＰの表面に沿ってレーザーの走行方向の後方へと流れてゆくので、
保護フィルムＰの表面を煙が覆い異物が付着し、汚染度合いが増大する傾向にある。また
、レーザーの走行方向の後方から切断部位に向けてレーザーの光軸Ｒが傾斜するようにレ
ーザー装置１１を傾斜姿勢にしてレーザーを照射した場合、図１６と同様に切断時に発生
る煙が保護フィルムＦの表面に沿って流れてゆく。したがって、同様の汚染傾向がある。
さらに、設置角θが４５°を越えると、保護フィルムＰおよび偏光フィルムＦに対するレ
ーザーの入射角が過渡に小さくなり、切断加工精度が低下する。
【００９８】
　次に、当該実施例装置のレーザー装置１１の設置角θを６通りに設定し、保護フィルム
Ｐと偏光フィルムＦをハーフカットしたときの具体例について説明する。このときのレー
ザー装置１１の切断条件は、いずれも同一でありレーザー装置１１に炭酸ガスレーザーを
利用し、そのレーザー波長を１０．６μｍ、スポット径を１５０μｍ、切断速度を２４ｍ
／ｍｉｎ、およびレーザーのパワーを３２Ｗに設定した。また、具体例５から１１のレー
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ザー装置の設置角度θを０°、１０°、１５°、２０°、３０°、４０°、４５°に設定
した。
【００９９】
【表２】

【０１００】
　切断加工後の各保護フィルムＰについて表面の汚染具合を観察した。その結果、切断部
位に沿って付着している異物の幅（レーザー走行方向の前後）は、具体例６では０．９ｍ
ｍであり、具体例７から１１の順に角度θが大きくなるにつれて、その付着幅が低減して
いる。特に、具体例１０および１１では、異物の付着が一切なかった。
【０１０１】
　これに対して、具体例５は、異物の付着幅が１．６５ｍｍと、他の具体例６から１１に
比べて汚染度合いが２倍近くまで上がっていることが分かる。
【０１０２】
　以上のように、レーザー装置の走行方向の前方から切断部位に向けてレーザーの光軸Ｒ
が傾斜するようにレーザー装置を傾斜姿勢で配備することにより、切断時に発生する煙に
起因して切断部位周辺に異物が付着するの抑制することができる。
【０１０３】
　なお、レーザーとしては、炭酸レーザー以外にその用途に応じて適宜選択することがで
きる。例えば、ＹＡＧレーザー、ＵＶレーザーなどが挙げられる。
【０１０４】
　（５）上記各実施例では、偏光フィルムＦの一方面に保護フィルムＰが添設され、多方
面にセパレータＳが添設されたものを利用していたが、保護フィルムＰを有さずにセパレ
ータＳのみが添設された偏光フィルムＦを利用してもよい。この偏光フィルムＦを利用す
る場合、図３－６および図１０－１６に示される保護フィルムＰの構成を削除すれば、上
記実施例装置を利用して偏光フィルムＦと液晶パネルＷとの貼合せを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】光学部材貼合せ装置の全体側面図である。
【図２】パネル搬送装置の全体平面図である。
【図３】切断機構の概略側面図である。
【図４】剥離機構および貼合せ機構の概略側面図である。
【図５】偏光フィルム貼合せ動作を説明する図である。
【図６】偏光フィルム貼合せ動作を説明する図である。
【図７】偏光フィルムの切断位置の決定動作を示す図である。
【図８】変形例装置の検査装置の概略側面図である。
【図９】検査装置により得られた検査結果を示す図である。
【図１０】変形例装置の貼合せ機構の概略側面図である。
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【図１１】変形例装置の欠点部分の回収動作を示す図である。
【図１２】変形例装置の欠点部分の回収動作を示す図である。
【図１３】変形例装置の欠点部分の回収動作を示す図である。
【図１４】変形例装置の要部構成を示す側面図である。
【図１５】変形例装置によるレーザー切断状態を説明する平面図である。
【図１６】比較例装置によるレーザー切断状態を示す側面図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　　１　…　フィルム供給部
　　２　…　検査装置
　　３　…　切断機構
　　４　…　剥離機構
　　５　…　貼合せ機構
　１１　…　レーザー装置
　１２　…　エアーノズル
　１３　…　集煙ダクト
　１４　…　ナイフエッジ
　１８　…　パネル搬送装置
　２２　…　供給プレート
　２５　…　案内ローラ
　２６　…　貼合せローラ
　　Ｆ　…　偏光フィルム
　　Ｐ　…　保護フィルム
　　Ｗ　…　液晶パネル

【図１】 【図２】
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